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スウェーデンにおける教育改革
- 1940年代における時代背景と合意形成の過程を中心に-

秋　朝　礼　恵*

1.はじめに

1950年5月26日｡第2院議長の振り下ろし

た小槌が,教育制度近代化の幕開けを告げた｡

既に第1院の審議は終了していた　592頁に及

ぶ『学校システムの発展のための指針に関す

る政府提案(Prop.1950‥70)』が国会で可決さ

れた瞬間である｡それにしても長い1日であっ

た｡第2院での審議が終了した時,時計は午後

9時30分を指していた｡第1 ･ 2両院における

議事録は,それぞれ71頁と100貫を数えた｡し

かし審議が錐航したわけではない｡既に政府調

査委員会や議会内委員会等の場で実質的な合意

は成立していた｡むしろ,発言者がゲイエール

やテグネールを引周して1800年代の偉大な教育

問題論者に思いを馳せ,採決に至る長い道程を

総括して感慨を述べるなど穏やかに議事は進行

した｡改革の規模と意義とが審議時間を長くし

たようなものである｡この日,ようやく改革の

スタート地点に立てたことをタ-ゲ･エランデ

ル(Tage Erlander)首相は｢スウェーデン国会

の歴史に残る日｣と称え,決議された教育改革

(以下｢1950年決議｣)は｢大勢の市民にとって

革命的であった1946年の国民年金決議と同じ

意義をもつ｣ものと述べている　LAK1950:23,

i.99],

ダイナマイトや安全マッチ,テトラパック

など進取のアイデアで世界的な発明品を生み

出してきた国とのイメージが強いためであろ

うか,スウェーデンの教育制度の歴史を遡ると

意外な事実に突き当たる｡ 1950年頃の教育事情

を他のヨーロッパ諸国と比較すると,義務教育

期間の長さやその後の進学に関して,スウェー

デンは決して進んでいる国ではなかったと見ら

れる(1)｡次に特徴的な点は,とりわけ義務教育

制度改革に長時間を要した点である｡義務教育

期間の延長,単一の学校制度の創設等が非常に

緩やかなペースで計画され,実施された｡例え

ば,農民同盟の反対のなか決議された義務教育

年限の1年延長(6年から7年に)には, 1936

年から1949年までの歳月を費やした｡また,

1950年決議は,義務教育課程を改革の主眼と

し,義務教育期間の2年延長(9年に)や各

種学校制度の｢単一学校(enhetsskola)｣への

一本化などを掲げた画期的な改革プランであっ

た｡しかしながら同決議はあくまで実験プラン

としてその後の12年間で段階的試行的に導入さ

れ,この試行状況をもとに,従来型の学校制度
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と単一学校とが比較検証された｡その結果を

踏まえて1962年に9年制基礎学校(grundskola)

制度導入が決議されるが,これも10年整備計画

となった｡教育改革には,検討にも実施にも長

い時間が費やされた｡旧い制度を新しい制度に

置き換えるというより,旧制度を徐々に新制度

に移行させる手法が選択された｡学校制度改正

は在籍児童に対する影響を考慮して激変緩和す

る意味でも段階的に実施されることが好ましい

が,それとは別に,改革が長期化する政治的理

由があった｡既存の利益集団を背後に置く政党

間の合意形成である｡

本稿は, 1950年決議を導いた1940年代におけ

る義務教育改革論議に着目する｡その理由は,

1950年決議に至る平坦ではない道程に, ｢妥協

の政治｣とも表現されるスウェーデン型合意形

成政治の典型を兄い出すことができるからであ

る｡天然資源が少ないスウェーデンでは, ｢人

材｣こそが信頼に足る資源であり,質の高い労

働力をどう確保するかが重要な国家戦略であっ

た｡それゆえ,教育改革には,その実効性と実

現性とを確保するために,例え長期化しても,

政党間の合意を調達する必要があった｡

なお. 1940年代は,第2次世界大戦下に始ま

り,戦後の経済復興を遂げるなかで,共産党を

除く4党挙国一致内閣から社会民主労働者党

(以下単に｢社会民主党｣)単独政権へと政治的

経済的環境がドラスティックに変化した時代で

あった｡福祉国家を目指す社会改革が中断され

また再開された時代であった｡しかし他方,敬

育の現場は依然として当時の社会階級再生産の

場であり,既存の利益がぶつかり合う場であっ

た｡とりわけ戟後期は,政権環境の変化のなか

で社会民主党が合意形成政治を定着させ発展さ

せた時期であったと評価される｡社会民主党政

権は,学校制度の統合を求めた長い歴史に終止

符を打つべく,妥協を重ねつつ合意への道を模

索した｡意思決定過程を開き,妥協により合意

への道を切り開く手法は教育改革を長期化させ

たが,改革の実現を確保する有効な手段であっ

た｡社会民主党が教育政策を平等社会創造の重

要手段の1つとしてきたからこそ教育改革の実

現性と有効性とは社会の同意を前提とするので

あろう(2)｡

なお, 1940年代における義務教育改革論議は

同制度を根本から見直すものであり,検討内容

は大きく①義務教育期間の延長, ②各種の学校

制度の統合, ③学校体系の単線化, ④学習内容

の見直し及びこれらに付随する具体的事項に総

括される｡本稿で事例として取り上げるのは②

である｡ ②の問題は,後述するように,いわば

国民学校(folkskola)制度発足とともに生まれ

た,長い歴史と経緯を有する課題である｡

さて,スウェーデンにおける教育政策なか

でも学校教育政策を巡るこれまでの研究例とし

ては,社会学的アプローチによる研究(教育と

平等社会[Husen 1977; Murray 1980; Bjorklund

(red.) 2003],教育とジェンダー[Back (red.)

1987;Dryler 1998]等)や経済学的アプローチ

(人的資本論[Sohlman 1981〕,教育と労働市場

との関係[Wadensjo (red.) 1996]等)が挙げ

られ,また,政治学的または行政学的アプロー

チによる研究としては,教育と地方自治や教

育を巡る国と地方との政府間関係[Munkn註S

1981; Daun 1993,1998;Jarl 2004]等がある｡本

論文は,政治学的アプローチを採用し,義務教

育改革過程におけるスウェーデン型合意形成過

程について考察するため,次に掲げる資料を主



スウェーデンにおける教育改革　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

として活用する｡ ①国会議事録(第1院議事録

FK,第2院議事録AK),政府提案(Proposition.

国会に提出された政府案｡),議員提案(Motion.

議員が国会に提出する法案で,単独の場合も複

数議員の場合もある｡多くの場合,政府提案

への対案が示される)及び議会内委員会提案

(Utskottets utlatande.議会内委員会(utskott)が

案件討議の結果を国会に報告する文書)等の

国会関係文書, ②国家公的調査報告書(Statens

Offentliga Utredningar, SOU｡政府調査委員会に

よる報告･提案｡), ③社会民主党大会議事録

(時々の重要課題のほか,党内世論や議論の動

向等を知ることができる｡)｡これらは,政策が

形成されるまでの意思決定過程を分析するに当

たり必須となる基本的資料である｡

2.並立型学校制度の発生一国民学校誕

生から1930年代まで

2-1.国民学校(folkskola)

1842年に初の国民学校法(Folkskolestadga)

が成立し,全ての子どもに6年間の初等教育

を実施する国民学校制度が導入された｡教区

(socken ')が学校の設立･運営費任を負った｡

しかし国民学校制度は導入当初から教員不足,

教室不足またそれ以上に教区自身の理解不足と

いった問題を抱え,全数区に最低1校を5年以

内に整備する目標には全く届かない状況であっ

た｡教区の財政事情やマンパワーにはばらつき

がある上に,国の財政的援助が非常に限られて

いた｡また,子どもは依然として家事や家業に

必要な労働力であったことなどから,導入後5

年を経過した1847年時点で,国民学校で学ぶ

子どもは学齢にある子ども全体のおよそ半数

(52.2%)(4)でしかなかったといわれている(5)

[Ming 1980: 120] <

教育内容に関して1842年国民学校法は, ｢読

み,書き,計算,キリスト教｣等を掲げただけ

であった｡学習時間や学級編成等実施に関わる

具体的事項を初めて定めたのは,半世紀余り後

の1919年教育指導計画(1919 ars undervis-

ningsplan)であった[Marklund 1980: 37-38]c

教育現場の改善は進まず, 1921年国民学校法も

この不統一性を放置した｡教区や学校のキャパ

シティーと地域住民のニーズによる地域差や学

校間格差があり,教室不足や教員不足に加えて

学習内容も衛生状態も悪かった｡教育とシステ

ムとしての脆弱性が国民学校に対する信頼性を

損ね,上級学校進学のために必要な基礎的知識

を学ぶ場としてふさわしくないとみなされる要

因となった[Marklund 1980: 37-38]｡

2-2.レアル･スコーラ(realskola)

一方,国民学校よりはるか以前に別の学校が

生まれ制度化されていた｡中世の牧師養成学校

にルーツをもつラーロヴェルク(laroverk)学

校群である｡教会の一部として,読み書きのほ

かラテン語,キリスト教教義や賛美歌等を数え

た｡学校は概ね,読み書き等中心の基礎コース

と,牧師養成のためのより専門的な教育を実施

するコースとに分けられた｡その後教会の国教

会化改革により同学校群は国の管理下に置かれ

ることとなり,最初の学校法(Skolordning)が

1571年に制定された｡学校法は逐次改正され,

1649年には学校群内の上級学校として高等学

校を法制化した｡この後も改革が重ねられて,

ラーロヴェルク学校群内の学校体系が次第に整

備されていった｡その後1905年ラーロヴェルク

法(1905良rs l註roverksstadga)は学校群を分割し,
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初等中等教育を実施する学校としてレアル･ス

コーラを創設する｡当時は自由主義的改革の時

代で,商業の自由が拡大し鉄道･電話等新産業

が登場するなど新しい職種-の労働需要が高ま

りを見せていた｡しかし従来のラーロヴェルク

教育では限界があり,実務にも対応できる教育

を実施する学校として求められたのがレアル･

スコーラである｡

1905年ラーロヴェルク法は他に,国民学校で

3年間学業を修めた子どもがレアル･スコーラ

に進学できることをも定めた｡しかし現実に

は,上層階層の子弟が辿る伝統的な進学経路一

国民学校ではなく,家庭教師や私立の予備学校

で基本的知識を学びレア)]/スコーラに進学す

る-が支配的であった｡レアル･スコーラ進学

の道が開かれたにもかかわらず,国民学校は教

育の質の問題から上層階層の子弟を取り込むに

至らなかった｡

2-3.学校制度統合への動き(6)

1880年代,政治的文化的ラデイカリズムの風

潮のなかで国民学校とラーロヴェルク学校群

という並立型学校制度(parallellskolsystem)に

対する疑問が噴出したとき,社会民主派とリ

ベラル派の政治家は,国民学校の発展型とし

て全ての子どもが通う学校(仮称は｢基底学

秩(botten-skola)｣)の創設を主張した｡リベ

ラル派の政治家フリシューヴ･べリイ(Fridtjuv

Berg)は基底学校推進派のリーダー的存在で,

並立型学校制度を教育上の問題としてだけでな

く政治的社会的な課題と認識していた｡単一の

学校制度は社会の亀裂を克服する手段であっ

た｡一方,反対派は国民学校教育の質の低さ

を指摘してラーロヴェルクでの教育の代わり

にはなれないこと,基底学校制度は特に教育

効率の点で問題があると反論した[Richardson

2004:107] ｡

べリイは2度の自由党政権(1905-06年,

ll-14年)で教育大臣に任命された｡最初に

指揮をとった1906年国民教育委員会(1906 ars

folkndervisningskommitte)は1911年政権下で

諸提案を発表する｡将来の単一学校制度導入を

念頭に国民学校教育の改善に努めた1911年政

権は, 1906年委員会の提案を踏まえ,例えば教

員養成教育の充象1学級当たりの生徒数削

演(7)半日学校の全日学校化　教科書等教材の

改善,国による国民学校監査の強化(8)等を実施

し,学校を監督する国の機関の創設(1914年),

国民学校教員養成法制定(1914年)等を実現さ

せた｡なお,新しい教科書の編集は国民学校

教員のイニシアチブによるものだった｡セル

マ･ラーゲルレフ(SelmaLagerlof)の『ニル

スの不思議な旅(Nils Holgerssons underbara resa

genomSverige)』は,スウェーデンの自然と社

会を物語風に綴った新しい形の教科書として注

目された｡

1917年自由･社民連合政権下では社会民主党

ヴェルネール･リデーン(VarnerRyden)が教

育大臣を務めた｡この間,べリイにより推進さ

れた半日学校の全日化は難航する｡政府はコ

ミュ-ンに対して,全日制-の移行さもなくば

国庫補助金の給付停止の圧力をかけた｡保守派

やコミューン間連合(Kommunalforbund)は政

府の強硬な態度に対抗する｡後者はコミューン

が道営する学校教育の場に国の官僚主義が持ち

込まれることに強い懸念を抱いた｡前者の抗議

は, 1919年教育指導計画に対する不満でもあっ

た｡同計画によりキリスト教教育が大幅に改正
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されて従来の数理問答(カテキズム)学習が廃

止されたのである｡根強いキリスト教信者を抱

える地方も保守派の抵抗に合流した｡政府の強

硬路線の背景には,議院内閣制の確立(国王で

はなく,議会が選挙結果に従い政府を決する議

会主義の原則確立)や男女普通平等選挙実現と

いった政治シーンの輝かしいブレイクス)V-が

あると考えられる｡

一万, 1918年に単一の学校制度の創設を検討

する学校委員会(1918 ars skolkommission)が任

命された｡同委員会[Skolkommissionen 1922]

は,全ての子どもが6年別の基底学校で基礎的

教育を受けること,基底学校教育修了後は4年

別レアル･スコーラ(次いで3年制高等学校)

あるいは6年別女子学校等に進学できること,

基底学校導入に伴いレアル･スコーラにおける

最初の3年間の課程を廃止すること等を提案し

た｡委員会は,国民学校とラーロヴェルク学校

群とに分かれた当時の並立型学校制度を強く批

判した｡分科(主としてコ-ス選択制)につい

ては,義務教育課程で実施すべきでなく,その

後の任意の教育において導入されるべきものと

結論した｡

委員会提案は厳しい批判にさらされる｡ラー

ロヴェルク教員グループの抵抗は激しかった｡

右党の反対は予想どおりであったが,自由党で

さえも,べリイの死去(1916年)で学校間竃の

リーダーを失うとともに基底学校案から距離

を置くようになった｡レミス(案件と利害関

係を持つ各種団体からの意見上申)で寄せら

れた意見も賛否両論に分かれた｡学校監督庁(9)

(Skoloverstyrelsen)は庁内国民学校グループと

ラーロヴェルクグループがそれぞれ賛否を唱え

るなか,庁トップは双方の主張に説明を加える

形の意見表明をした｡

結局,委員会提案は20年代の頻繁な政権交代

に阻まれた｡ 26年の自由国民党･自由議会党連

合内閣は27年にある政府提案を国会に提出し

た｡同提案は,教育内容については1918年委員

会の提案にならいつつも,組織間題では6年制

基底学校案を反古にした｡ ｢二通りの進学ルー

ト｣はその代案であった｡これは国民学校にお

ける4年間の学習後に5年制のレア)V　スコー

ラへ,または6年間の国民学校数背後に4年別

のレアル･スコーラへの遊学経路を認める制度

である｡国民学校とレアル･スコーラの連携を

明確にすることで,国民学校で学ぶ者に対する

学習機会を拡大し,また両者の接近を図った｡

しかしこの後, 1929年に始まる世界恐慌による

経済危機が国全体を覆う｡教育問題は政治の舞

台から影をひそめ,並立型学校制度や,二通り

の進学ルートに代表される複線型学校体系がこ

の後数十年に渡り存続することとなる｡

2-4.社会民主党の教育問題への対応-

1 930年代まで

社会民主党には1918年学校委員会を率いたリ

デーンのような積極論者は存在したが,党とし

てほ｢まず胃袋を満たすこと｣が優先課題であ

り,教育はその後に議論されるべきテーマで

あった[Isling1980: 153-156]｡早くから教育問

題に積極的であったのはむしろ自由党で,第1

次世界大戦前後の教育政策を主として指揮し

た｡リデーン時代の1918年学校委員会の提案は

自由党政権下の教育大臣べリイの思想を継承す

るものであった｡

とりわけ1932年に始まるペール･アルビン･

ハンソン(PerAlbinHansson)首相時代は｢凪
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の期間｣ [Paulston 1968; Isling 1974]と表現さ

れるほど,教育問題が政治の場で大きく取り上

げられることはなかった｡党内世論の未成熟

か,他に優先課題があったためか,他政党との

間の妥協のためか｡それらはいずれも該当しよ

う｡確かに第1次ハンソン内閣(1932年9月～

36年6月)は世界恐慌の最中に自由国民党から

政権を引き継いだ｡街には病人,貧困,失業者

があふれ, LOメンバーのおよそ3人に1人が

職を失った｡そして労働者ストライキは時に暴

動に発展した｡出生数が激減して｢人口問題の

危機｣が叫ばれた｡社会民主党にとって国民生

活の安定を図ることが最大の任務であり.農民

同盟との間の経済危機協定締結, 32年の新経済

プログラム発表等経済危機克服に政治力を結集

させた｡政権政党として空腹の市民を尻目に教

育改革を語ることはあまりに無責任であっただ

ろう｡教育を論じる暇はなかった｡あるいは学

校制度改革が,このような状況下で取り組める

ほど容易いものではないとの予測があったのか

もしれない(10)

以上の概観をもとに1930年代までの社会民主

党の教育への取組みを評価するのはいささか拙

速ではあるが,後の時代と比較すると,学校制

度の統合等教育政策上の課題を認識しつつも改

革を導くには至らなかった時代であったといえ

よう｡しかし社会民主党は労働運動から生まれ

た政党であり,労働者を啓蒙する学習サークル

活動を積極的に支援してきた｡教育政策を推進

する必然性は党の歴史に組み込まれていると

言えよう｡政権不安の20年代, 2度の世界大

戟,世界恐慌といった厳しい社会経済環境に遭

遇し,党として教育改革に本腰を入れ始めたの

は,単独政権を築いた第2次世界大戦後のこと

である｡

3.1940年代の学校制度改革と社会民

主党政権

3-1.1940年学校調査委員会(1940畠rs

skolutredning.以下単に｢40年委員

会｣｡)

1939年9月,第2次世界大戦が勃発した｡社

会民主党ハンソン首相はこの危機を乗り切るた

めに農民同盟との連合を解消し,共産党を除く

4党挙国一致連合政権を選択した｡フィンラン

ドにおける｢冬戦争｣,ノルウェーとデンマー

クへのドイツ軍侵攻｡北欧の周辺国が戦火に見

舞われるなかで,スウェーデンの中立政策は厳

しい選択問題を突きつけられていた｡国民生活

は戦時統制下に置かれ,政府は世界大戦という

危機をいかに乗り切るかに集中した｡｢国民の

家｣構想を実現するための諸改革は中断された

[岡沢1991:51-56]｡

そのような時勢にあって,挙国一致政権の

教育大臣ヨスタ･バッゲ(GostaBagge右党

党首)のもとには調査研究や改革を求める要

望が集中した｡戦争が国家や市民の危機感を

募らせ,｢教育｣への関心を高めるのであろ

うか｡スウェーデンでは第1次世界大戦下で

も改革論議が高まり1918年委員会(1918:
>ars

skolkommission)が任命されている[Marklund

1980:43]<

さてバッゲは,互いに密接な関連をもつこ

れらの提案を一括して扱う調査委員会を任命

する｡40年委員会である｡40年委員会は,国

民学校やラーロヴェルク学校群各種の学校制度

を総合的に扱う初めての政府調査委員会であっ

た(ll)｡
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40年委員会は政治色を排した｢実務家委員

会(fackmannakommitte)｣となった｡バッゲ

が議長を務め,農民同盟政権時代(1936年6

月～9月)の教育大臣ト-)V　アンドレ(T<or

Andrae)を副議長に,国民学校査察官3名,小

規模学校教員1名,校長3名,主任教員2名,

医師1名,大学教授1名,教育アドバイザー1

名そして教育省職員1名の計15名の委員で構成

された｡課題は国民学校システム,上級学校シ

ステム(12)及び両者の連携のあり方,の3つに

集約された｡検討作業は分科会中心で進められ

た｡国民学校分科会,ラーロヴェルク等上級学

校分科会,さらに両学校制度に共通する問題の

検討と両分科会の調整を担う委員会の3つが設

けられた[marklund 1980: 43-45]｡

委員構成からみて,国民学校の立場は不利

だったといえるO　なぜなら国民学校側代表は

15名の委員中わずか4名,また調整担当委員

会には2名(全7名)しかいなかったからで

ある｡しかし40年委員会は当初から,国民学

校とレアル･スコーラとはもはや両立しえな

い,両者を統合すべLとの見解で概ね一致し

ていた[Marklund 1980: 45-46]｡ 1944年の報告

書[SOU 1944: 21〕では8年制義務教育を単一

の学校制度｢初等学校(elementarskola)｣で実

施すること,初等学校を2段階に分･けて低学年

を国民学校,高学年をレアル･スコーラと呼ぶ

ことなどを提案した｡しかし,低学年と高学年

の分け方を巡り,国民学校派とレアル･スコー

ラ派との間で議論が暗礁に乗り上げた｡レア

ル･スコーラ派委員は4+4塑(低学年4年+

高学年4年)を主張し,国民学校派は6+2

型を求めた｡両者譲らず, 45年発表の委員会報

告書では両案が併記されている[SOU1945: 60,

ss.168,170] (13)

40年委員会は,政治的問題を非政治的に解決

しようとしたが,なかなかその糸口を兄い出せ

ずにいた｡つまり,長い歴史のなかで,学校制

度の統合の問題は, 2つの利益集団とそれに連

なる政治勢力の対立構図のなかに位置付けら

れ,政治力なしには解決できなくなっていた｡

しかし, 1944年と45年に発表した計10本(総計

1,877頁)の報告書(SOU)は学校制度,学校

体系及び教育内容等に関する諸提案を示し,敬

育改革論議を加速させることとなる｡

3-2.社会民主党の教育問題への対応一何が

｢問題｣とされたか

国民学校の登場により,それまで教育の機会

から事実上排除されていた子どもにも門戸が開

かれた｡教育はもはや限られた富裕層の特権で

はなくなった｡しかし,教育というリソースが

限りなく平等に配分されたのではないし,教育

への万全のアクセシビリティーが確保された

わけでもない｡親の経済的社会的地位がレア

ル･スコーラか国民学校かの学校選択に色濃く

影響を与え,学校の歴史とともに｢学校の住み

分け｣が定着していった｡レアル･スコーラで

は医師･教師･エンジニア･企業家などいわば

社会の上層階級を構成する家庭の子どもが,国

民学校では主としてブルーカラー労働者や農業

従事者等の家庭の子どもが学んだ｡教育現場は

｢階級社会のミニチュア版｣であった｡教育制

度が階級社会を容認しその維持装置となってい

ることは,学校制度の統合を巡る長い歴史を振

り返るまでもなく明らかであった｡社会民主党

にとって階級やあらゆる不平等を排除し平等な

社会を創り上げる闘いは,労働運動の長い歴史
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を顧みればそれはまさしく結党以来の悲願であ

る｡ 1944年党大会で採択された2つのプログラ

ムは,教育の民主化と平等化を訴えている(14)｡

(1) 1944年党綱領(1944畠rs partiprogram

[Misgeic】 2001 ] )

1944年5月,第17回党大会が開催され,新し

く1944年党綱領が採択された｡直前の1920年綱

領がマルクス主義的な搾取理論で彩られていた

のに対し, 44年党綱領は計画経済や経済活動に

対する政府の関与の必要性を説き,それによっ

て階級社会をなくし貧困を克服することを訴え

た[Misgeld2001: 3ト50]｡ 44年党綱領前文で｢経

済的平等の欠如は,教育や養育環境における平

等の欠如と,精神的物質的文化活動-の参加可

能性における平等の欠如を意味する｣ [Misgeld

2001:40]と述べており,ここに教育政策を平

等社会創造のツールとする思想が伺える｡綱領

後半の政治プログラムでは①全ての教育は,チ

モクラティツクな市民の養成を目的とするこ

と, ②公立学校の無償教育, (卦市民教育の基盤

としての共通の国民学校, ④全ての市民がアク

セスできる職業教育, (む教育に対する経済的障

害の除去, ⑥教育システムの宗教的中立, ⑦自

由な研究活動及び教育活動の推進が掲げられた

[Misgeld2001:46]｡新しく｢デモクラシー｣が

加わった以外1920年綱領と大きな違いはない｡

②, ③, ㊨, ⑥及び(彰は20年綱領からの継続事

項であり,また①, ④が44年の新規目標である｡

(2)労働運動戦後プログラム

(Arbetarrorelsens efterkrigs program

[Wigforss 1 944] )

労働運動戦後プログラムはその内容から｢27

項プログラム｣とも呼ばれる｡プログラム策

定には,主たる労働運動組織からベストメン

バーが集った[Haste 1989: 152-153]t　社会民主

党からはエルンスト･ウイグフォシュ(Ernst

Wigforss)とカール･フレドリクソン(Karl

Fredriksson), LOからはアウダスト･リンドベ

リイ(AugustLindberg,LO議長),グンナ-ル･

アンダーソン(GunnarAndersson,LO副議長)

他2名,党女性連盟のアルヴァ･ミュルダール

(AlvaMyrdal),党青年同盟のベ-テイル･ヨ-

ハンソン(BertilJohansson)の静々たる顔ぶれ8

名が選任された｡その他に,グンナ-ル･ミュ

ルダール(GunnarMyrdal)等が専門家の立場

から作業を支援した｡議長は44年党綱領を起草

したウイグフォシュである｡学校教育は27項目

中第16項目で, ｢公平な分配と生活水準の向上｣

栄(15)の1つに掲げられ, ｢親の収入や居住地に

関わらず,全ての青年に対して同じ教育機会｣

を保障することが謡われた｡当時の教育機会が

一部の者(特に都市の上層･中層階級の家庭の

子弟)にしか開かれていないと指摘し,社会階

級を排して真のデモクラシーを実現しそれを効

果的に機能させるには,全ての者がある程度高

度な教育(当時の国民学校における教育よりも

質の高い教育)を受けられる環境整備が必要で

あると結論した[Wigforss 1944‥ 18-19,115-117]c

そして義務教育の質の向上と期間の延長(9年

または10年制)等を提案している(16)｡

3-3. 1946年学校委員会

(1946畠rs skolkommission.以下単に,

｢46年委員会｣｡ )

(1)委員会設置と48年提案[SOU 1948: 27]

40年委員会の任務終了を待たず, 46年委員
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会が戦後の社会民主党単独政権下で任命され

だ17j｡社会民主党員を主メンバーとする政治

色の濃い委員構成となった｡発足当時の議長は

クーゲ･エランデル教育大臣である(18) 13名

の委員のほかに検討作業に参画する専門家は80

名に上った｡

46年委員会の任務は, 40年委員会提案をより

全般的な視点から精査することと,公的学校シ

ステムの将来的なあり方及びその実現のための

指針を提案することであった[SOU 1948: 27,ss.

Ⅸ-Ⅹ日｡そして最大の課題が学校制度の統合

であった｡委員会は全ての子どもが同じ学校で

義務教育を修了することが重要であるとして,

単一学校導入を不可避とした(19)これに伴い,

国民学校もレアル･スコーラもともに廃止され

ることが決定的であった｡当時の政党のスタン

スは,共産党は賛成,右党は反対の立場をとっ

た｡他の政党一国民党,農民同盟-は党内に賛

成派と反対派とを抱え,党としての対応を決め

かねていた｡かつて基底学校構想を推進した国

民党(基底学校構想当時の自由党)内では,レ

アル･スコーラや早期の分科(コース選択等)

導入を擁護する声が強くなっていた｡また,分

科問題については当初第8学年までを共通コ

ース,第9学年時にコース選択制導入とする

ことを提案{20-した｡しかし最終的には妥協の

栄,第7及び8学年における語学中心の選択科

目導入を取り入れた｡なお,第9学年における

コースには高等学校進学者を対象とする理論系

コース　0g),職業学校進学者対象の実業系コ

ース(9y),そしていずれの進路にも属さない

コース(9a)の3種が設けられた[SOU1948:27,

ss.59-73] c

なお,委員会提案は女子学校と実業系レア

ル･スコーラ(praktiskrealskola)を｢特別学校｣

として存続させることを認めた｡例えば女子学

校については,既にその学校が設置されている

地域についてのみ,単一学校第7 ･ 8学年時に

おける女子クラス(女子学校進学準備クラス)

の設置や8学年修了後の3年制女子学校(第

9, 10及び11学年としての課程) -の進学を認

めた[SOU1948:27,ss.348-349](しかし,これ

に対してミュルダールら5人の委員が特別意見

を提出し,女子学校を巡る取扱いは単一学校の

理念から逸脱するとして委員会提案に留保を付

した[SOU1948:27,ss.505-506] <

このように,単一学校構想は現実には妥協の

末の折衷案となった｡単一学校第9学年におけ

るコース選択制導入(高等学校,職業学校,女

子学校及び実業系レアル･スコーラのそれぞれ

の進学先にあわせた学習をする),第7 ･ 8学

年における選択科目別導入により,悲観的にみ

れば当初の単一学校構想は実質6年間に限られ

た｡しかし,女子学校及び実業系レアル･スコ

ーラの存続が許可されたのが一部の地域であっ

たことを考慮すれば,単一学校制度に関する国

民学校派とレアル･スコーラ派との合意はこの

時点で概ね成立したとみてよいだろう｡

(2)レミス　remiss)

1948年7月, 48年提案はレミスの手続きに

かけられた｡レミスの照会を受けた628 (除く

関係省庁)の機関から, 547通の意見上申書が

寄せられた｡労働者教育連盟ABF (Arbetarnas

bildningsforbund),サラリーマン学習連盟TBV

(Tjanstemannens bildningsverksamhet) ,農業青年

学習連盟(Jordbrukarungdomens bildningsforbund)

及び国際禁酒団体学習連盟(Godtemplarordens
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studieforbund)は単一学校内の分科に関する委

員会提案に概ね賛成した｡また, ｢連盟大会の

決議｣として国民学校教員全国連盟(Sveriges

folkskollまrareforbund)は,第7学年まで分科し

ないことを求めた｡ラーロヴェルク教員全国連

盟(Lえroverkslararnas Riksforbund)はコース選

択制をより早期に導入することと,分科のあり

方については各学校の判断に委ねること等を主

張した｡その他,学校監督庁は委員会提案に

は基本的に反対で,高学年(7-9年)全学

年におけるクラス分け等による組織的な分科

を求めた｡地域学校委員会(skolstyrelserna och

skolraden)については160件の意見上申のうち

31件が分科問題に意見を表明した｡ 31件中28

件が概ね了承(うち2件は留保付き)し,皮

対する3件のうちの1件は第4学年修了後に

コース選択する案を提出している｡上級の学校

(ラーロヴェルク学校群,コミューン学校群及

び私立学校群)の圧倒的多数は反対を表明した

[Sarskilda utskottet 1950: 44-47; SOU1949: 35] ｡

(3)政府提案[Prop.1950: 70〕

1950年2月3日,政府提案[Prop.1950:70]

が国会に提出された｡同提案は,政府調査委

員会提案とそれに対するレミスを踏まえて作

成される｡提案者たるヨセフ･ヴェイネ(Josef

Weijne)教育大臣は,本間題に関していくつも

の役割を演じてきた1944年に党内調査会で学

校プログラム起草作業に携わり(この際の草稿

は, 46年委員会に対する指令の基礎となった),

46年委員会には当初は書記として,次いで議長

として参画した｡ 48年6月の46年委員会提案

[SOU1948:27]を提出したのもヴェイネであ

る｡その後提案をレミスにかけ,レミスの回答

を総括し,政府提案を作成して閣議にかけ,国

会審議で説明した｡

政府提案では学校制度の単一化や分科問題

等に関する次のような案が示されている[Prop

1950: 70, s.584] ｡

- 9年制の義務教育を｢単一学校｣で実施する

こと｡単一学校は,国民学校,上級国民学校,

コミューン中級学校,レアル･スコーラ,女子

学校の一部及び実業系中級学校を統合する学校

制度であること｡単一学校は3年ずつ3段階に

分かれること｡

一職業準備教育を第9学年で実施すること｡場

合により一般的な実技教育に代えることもでき

る｡

- 9年生で職業準備教育あるいは一般的実技教

育に参加しない者に対しては,高等学校への進

学の有無に関わらず理論教育を実施すること｡

一単一学校は,第8学年修了後の進学先として

の上級女子学校及び実業系レアル･スコーラと

連携すること｡

(4)議員提案(Motioner)

政府提案に対して,政党や議員から24件の議

員提案が提出された｡なかでも単一学校制度や

分科のあり方に関する各党の声明は概ね次のと

おりである｡

①　右党:最終学年での分科を認める単一学校

構想は受け入れられない｡全ての子どもが同じ

知的能力を有するわけではない｡学校に対する

デモクラシー要件は,子ども全員に同じ教育を

施すことを意味しているのではない｡また,経

済的地理的社会的条件によらず,子どもがそれ

ぞれの能力と関心に応じた教育を受けられるべ

きである｡効率的な教育と子どもへの配慮と
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は,そもそも単一学校構想とは相容れないと強

調する｡つまり,早い段階での分科によって子

どもを分類し,各々(特に高等学校進学予定者)

に適切かつ十分な指導をすることを主張した

[ 1 1950: 381; 1 1950: 462!21)〕｡

②　国民党:デモクラシーの原則に則る,効率

的な教育システムを目指す｡個々の子どもの能

力や学習速度に配慮した教育メソッドの採用に

は基本的に賛成を表明する｡また,右党にも一

定の配慮を示し,右党の主張する｢より早期の

コース選択制導入｣が,国民党が評価する｢個

人学習とグループ学習の活用｣を妨げるもので

はないとの認識を示す他,分科問題に関して

は政府提案では9学年からとされる職業教育

を,第8学年から始めること等を授案する[1

1950‥ 376; 1 1950: 463] (22)｡

③　農民同盟:都市と地方の間の平等を確保

し,地方でも都市と同じ学校システムを整備す

ることを求める｡つまり,地方にあっても職業

教育と理論的教育の双方を受けられること,敬

育の質に都市と地方の間の格差を生じさせない

ことを主張したほか,第8学年から職業教育

コースと理論教育コースとに分けることを求め

た｡教育改革を,都市と地方の間の平等や,学

校の理論系教育ルートと職業教育ルートとの間

の平等の問題として捉えている｡なお,農業を

職業として選択する子どもが義務教育課程を第

7もしくは8学年で一旦中断し,その後農業学

校等で残りを履修できるような制度作りを求め

た[ 1 1950: 380; H1950: 468]｡なお後に農民同

盟は, 1951年の社会民主党との連合政権下で単

一学校の試験的導入を進めることとなるが,こ

の時点において,学校改革の主要課題に関する

社会民主党との共通項を見出すのは錐しい｡

④　共産党:政府に対して改革実施を急ぐこと

を主張した[11950:467〕(23)｡

(5)特別委員会(S畠rskilda utskottet)

国会に提出された法案等は全て委員会に付託

され,調査･審議にかけられる｡委員会は常任

委員会と重要問題に関して設置される特別委員

会とがある｡当時教育問題は独自の常任委員会

を持たず,教育関連法案等は通常,国家常任委

員会(Statsutskottet)第2部会に付託された｡

ただし今回の政府提案については特別委員会が

任命された｡委員会は24名の国会議員で構成さ

礼,第1 ･ 2院からそれぞれ12名ずつ遼出され

た｡社会民主党から12名,右党3名,国民党5

名そして農民同盟4名である｡議長には, ABF

設立(1912年)の実質的な発起人であったリ

カード･サンドラー(RichardSandier)が就任

した｡そして委員会設置後わずか3か月足らず

で委員会意見(utlatande)を発表する｡

国会の容認を要請する委員会意見申,単一学

校及び分科問題に関する事項をまとめると次の

とおりである[Sarskildautskottet 1950: 179]<

9日:'JT　　モ　ミI'liv L I�";'汗-ミ尺'J-豆.

コミューン中級学校及びレアル･スコーラに代

わるものとすること｡

一単一学校は各種の実業系レア)]/スコーラと

連携すること｡

-第7,8学年では職業導入教育(オリエン

テーション),第9学年では職業準備教育また

は一般的な実技教育を実施すること0

- 9年生で,職業準備教育あるいは一般的実技

教育に参加しない者に対しては,高等学校への

進学の有無に関わらず理論教育を実施するこ

と｡
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政府提案が示した単一学校と女子学校との連

携については,大臣所見と同株,見送られた｡

女子学校の将来的な位置付け等(24)不明確な要

素があることから,学校制度の過渡期に単一学

校との連携を決定すべきではないと特別委員会

は判断した[Sarskilda utskottet 1950 : 121]ォ

(6)国会審議(1950年5月26日)

当時のスウェーデン議会は,第1及び第2院

からなる2院制であった｡法案等の成立には両

院で可決される必要がある｡社会民主党は第1

院では単独過半数議席を有した(150議席中81

議席)が,第2院では相対多数政党でしかな

かった(230議席中112議席)｡予算案のように

国会決議の遅れが国民生活に重大な影響を与え

る等の事項については両院合同採決という道が

あった｡社会民主党は両院合わせると過半数議

席を制していた｡が,教育問題には両院合同採

決は適用されず,第2院における審議が政府提

案成立のカギとなった｡

特別委員会が意見を示した一週間後,国会で

の本格的な審議が開始された｡しかし,実質袷

な討議が既に特別委員会までの段階でなされ,

提案はほぼ各党の合意を得られるものとなって

いた｡妥協を重ねて成案に至ったことを賞賛

する意見が党派を超えて寄せられた｡教育大

臣ヴェイネは第1院において, ｢特別委員会に

おける反対意見や議会における討論,そして,

ずっと過去にはラーロヴェルク教員と国民学校

教員との間に根強い対立関係があったことも記

憶しています｡ (そのような過去の経緯を踏ま

えると)今ここに我々が到達した合意に大きな

喜びを感じ,また感謝の意を表明するものです

[FK1950:23,s.56]｣｡また,第2院における審

議の最後に演壇に立ったエランデル首相は,負

らの演説を次の言葉で締めくくった｡ ｢最後に

申し上げます｡今日の決定は,我々国会議員,

関係官公庁,数千の地方議員そして我が国教育

界の1万人を下らない教員の皆さんの行動によ

るものであります｡本日参集し合意に至りまし

たことは,スウェーデンの若者たちへのこの強

固な誓いを,全ての議会政党が支持することを

保証するものであります[AK1950:23,s.100]｣｡

4.おわりに-まとめと展望

1950年,義務教育課程における学校制度の統

合を巡る議論はようやく終息の時を迎えようと

していた｡現実に改革が完結するのは1970年代

であるが, 1950年決議が,諸政党が単一学校制

度導入に合意したことを示すものであることに

は変わりない｡社会民主党政権は,単一学校制

度という大枠を変更しない代わりに,右党の主

張する分科をある程度受け入れることで妥協を

成立させた｡しかし,この｢分科｣について社

会民主党は全くの否定的見解を有していたか

といえばそうではない｡ ｢学校は主として共通

性や平均性を指標として組織されるが,同時に

それぞれの子どもの個人的な条件の相違に配慮

しなければならない｡これは組織の分科の発想

につながるが,これは歴史に培われた学校形態

を所与とみなすのでも,一方の学校形態のみを

満足させるような組織間の調整を意図するもの

でもない[Prop･1950:70.S.144]o｣から伺えるよ

うに,分科を受け入れる余地が社会民主党のビ

ジョンにあったといえる｡また, ｢経済的地理

的社会的条件に阻害されることなく,各々の能

力と関心に応じた教育｣へのアクセスを確保し

たい右党にとっても,妥協の余地があった｡そ



スウェーデンにおける教育改革　　　　　　　　　　　　　　　　13

の意味では,互いに近い部分で歩み寄った妥協

パターンである｡そもそも歩みより困難な対立

が政党間に存在したのか,そして,社会民主党

内の意見が他政党との関係でどのように変化し

たかという疑問に応えるには,さらなる分析が

必要であろう｡ただ, 1950年決議は,対立を克

服した合意というよりも,妥協により互いに歩

み寄って勝ち得た合意であったと表現しえまい

か｡意思決定過程を開き社会との対話を通して

妥協可能性を模索するシステムは,相反する利

益を主張する集団を政策への合意に導き,その

過程で社会の合意を調達可能とすると同時に,

目標とする社会変革実現を保証する手段であ

る｡社会民主党はマルクス主義的搾取概念を放

棄し,デモクラティツクで平等な社会の構築を

目指した｡教育政策は平等政策やデモクラシー

政策における重要なツールであるからこそ,釈

たな対立をうみかねない力の政治ではなく,時

間はかかっても改革への合意を調達し,その実

施を確実なものとする手法を選択したといえよ

う｡

本稿は合意形成に参画するアクターとして政

党を取り上げたが,労働運動等市民運動やコ

ミューンも重要である｡政治的対立や安協の直

接的なアクターにはならないものの,市民運動

は政党行動の説明要素である｡また,コミュー

ンは義務教育の道営主体であり,コミューン合

併(1952-74年)と単一学校導入期間(1950-

72年)とが時期的にほほ重なっているのも興味

深い事実である｡教育改革において市民運動や

コミューンがどのように機能したかについての

分析は今後の課題としたい｡

〔投稿受理日2006. 9.26/掲載決定日2006.ll.30〕

注

(1)例えば同じ北欧に属するノルウェーは1937年に

最低7年間の国民学校教育を完全実施した｡デン

マークでは既に1800年代に14歳までの義務教育期

間を設けた｡ドイツでは15歳までの国民学校等に

おける学習のほか, 18歳までを対象に義務的職業

教育または高等学校教育が実施されていた｡イン

グランド地方は全ての子どもに対する9年制学校

を,そのほかオランダ･ベルギー･オーストリア･

フランスが最低8年間の義務的学校教育制度を有

していた[Marklund1980:91c　同時期のスウェー

デンでは,一部の大都市地域では8年制または9

年制の国民学校があったものの,国全体としては

1937年から49年の間に7年制の国民学校制度を順

次整備し終えたところであった｡

(2)スウェーデン政治における意思決定手法の基本が

妥協に基づく合意形成であることは,既に多くの研

究者が指摘しているところである[Rustow1955;岡

沢1999ほか]｡ルストウ[Rustow1955:230-232]と

岡沢[1999:74-79]によれば,妥協のパターンは基

本的には次の3つに分類される｡ ①算入妥協: a, b

-a+b, ②減算妥協:a+b, b, b+c-ら, ③其

正妥協(足して2で割る):a, ら- .+b)-/2｡①

は,初期状態において,各スタンスに主張の重複

がない場合に両者の主張を取り入れた形で妥協を

図る技法である｡議会運営正常化を至上とする場

合には有効な手段ではあるがナ　それはあくまで一

時的な措置であり,政策の実現性や有効性の点か

らみてこの種の妥協が長く繰り返しなされること

は考えにくい｡ ②は,各党間の主張に共通する部

分があり,第一党(相対多数政党)が他党の支持

を必要とするときの妥協技術であり,スウェーデ

ンでは最もよくみられるパターンである｡ ③は各

党がその主張を一部諦めると同時に一部実現させ

る妥協であり,いわゆる｢痛み分け｣による合意

形成である｡しかし,論理的整合性に欠ける政策

を生み出す危険性を有する｡本稿においてはこれ

ら3つのパターンを念頭に置くo

(3)当時の地域単位｡ 1862年の各種地方自治体諸

法令により,教会の基礎コミューンとしての教

区(forsamling)と,世俗の基礎コミューンの｢市

(stad)｣, ｢町(koping)｣及び｢村(landskommun)｣.

広域自治体としてのランスティングが生まれた｡

(4)その他の子どもについて.ラーロヴェルク1%
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弱,私立学校4%弱となっている｡ただし統計数

億は当時の登録･処理方法が必ずしも正確とはい

えないため,おおよその傾向を把握するに留める

べきであろう[Ming1980:120]c

(5)遠隔地に居住する小さい子どもの通学事情を緩

和するため, 1850年代には教区に小規模学校を設

置する動きがみられ, 1853年には国がこれを追認

した｡小規模学校が教区の遠隔地で2年間の教育

の場を提供することで,より多くの子どもが学ぶ

機会を得られたことは評価に倍する｡また,小規

模学校では無資格の教員が容認されたことから,

当時の教員不足が小規模学校設立の障害とはなり

にくかった1905年には6年剣国民学校卒業後の

学びの場として4年制のコミューン中級学校が創

設された[Marklund 1980: 18-21,32-36]c

(6)各政党の成り立ちを概観する｡諸政党の主張の

背景を理解する一助となろう｡

社会民主党は1889年に結成された｡ヨーロッパ

の古典的な社会主義の影響を受けた思想は,革命

的なレトリックで語られることもしばしばあっ

たが,その内容は本質的には改良主義的であっ

た｡労働者環境を改善するために,暴力的な革命

によらず議会政治を通した平和的解決を選択し

た｡その後1917年にロシア革命が勃発｡社会民主

党のプラグマティック･平和路線に不満を抱いて

いた一派閥が革命に感化されて離党し,左社会党

(Socialdemokratiska vansterpartiet)を結成する｡こ

れが, 1921年選挙前にスウェーデン共産党(Sveriges

kommunistiskapartiet)になり, 67年にはソビエト

連邦や他の東側ブロック諸国との関係を断とうと

して左共産党(Vansterpartiet kom-munisterna)と

改名,さらに91年に｢共産｣部分を削除して左党

(Vanst∝partiet)と党名を変更している[ハデニウ

ス2000: 10,22, 126, 164-165]c

また, 1880年代半ばの農産物関税のあり方をめ

ぐって政界が右派(保護貿易支持)と左派(自由

貿易支持)とに分裂したが,これが20世紀の保

守政党と自由主義政党結成に発展した｡ 1904年

に当時の社会民主主義勢力と急進主義勢力に対

抗するため,保守派と穏健派とが普通選挙人連

合　All:m孟nna valmansforbundet)を結成した｡これ

は後に第1 ･ 2両院における右派諸政党とともに

右党(Hoger-partiet)に結集する｡しかし68年選

挙での敗北と,当時の左派傾向が優勢な政治風土

等から党のイメージを和らげるため｢穏健統一党

Moderata Samlingspartiet｣に党名を変更する[ハデ

ニウス2000:9,1ト12,114〕｡

1902年には自由主義政党の組織として自由党全

国連盟(Frisinnade Landsforeningen)が生まれ,中

産階級やその下層部の様々なグループの支持を

得た｡ 21年以降禁酒問題で党内派閥間の不和が

拡大し, 23年には禁酒法賛成自由主義派(自由国

民党Frisinnad)と都市自由主義派(自由議会党

Liberala)に分裂した｡その後1934年選挙前に再結

成され,国民党(Folkpartiet)が誕生する[ハデニ

ウス2000: ll, 34-36, 194-195]｡

社会民主党と2度の連合政権を組んだ農民同盟

は1916年に結成された｡文字通り,農業従事者の

利益を主張して支持を集めてきたが, 50年代に党

の政策を展開してより広範な支持層を獲得する必

要性が議論された｡ ｢中央党Centerpartiet｣への

党名変更(1957年)はその議論の成果の1つで

ある[ハデニウス2000: 23, 84; Centerpartiet 2006a,

2006b〕 0

なお, 1950年代の付加年金問題をめぐる論争の

過程で二層構造の政党間競合が明らかとなり,政

党関係は,社会主義ブロック(社会民主党,左党)

とブルジョア･ブロック(穏健統一党,国民党,

中央党)で表現されるようになった｡しかし国民

党と中央党とは中道勢力を自認し,ときにブロッ

ク内競合をもたらした[岡沢1991: 3-70,133]c

(7) 1890年の54人から1930年には30人に｡いずれも

平均値[Richardson 2004: 1081 ｡

(8)牧師や講師による監査から教育の専門知識を有

する職員による監査へO

(9) 1920年に国民学校,職業学校及びラーロヴェル

ク学校群全体を管轄する監督官庁として新規発足｡

do)率い33年には経済が回復基調に転じた｡ 36年選

挙で政権政党として不動の地位を獲得し,農民同

盟とのフォーマルな連合関係を築く｡第2次ハン

ソン内閣(1936年9月～39年12月)発足とともに

国民の家構想を実現させる改革が本格的に再開さ

れた｡とりわけ1937年及び38年国会は｢改革国会｣

といわれる｡住宅･労働･家庭政策等多岐に渡る

改革案の実現は.社会政策に充てる歳出の急増ぶ

り(失業対策費を除く)に現れている1932年の

2億6400万クローナが, 39年には5億9400万クロー

ナに膨れ上がった[Haste 1989:88, 113Jc
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(ll)国民高等学校,職業教育,教員養成教育を除く｡

(12)｢上級学校｣とは一国民学校数膏の次の段階に

置かれる学校,という意味である｡Lがたって,

レアル･スコーラ等ラーロヴェルク学校群がこの

｢上級学校｣に相当する｡

(13)高学年におけるコース選択をどの段階でどのよ

うに導入するかを巡りさらに議論は分かれた｡

(14)しかし単一の学校制度導入を巡り.当時の社会

民主党の党内意見は一様ではなかったoラーロ

ヴェルク派の代表格はアルトウール･エングベ

リイ(ArturEngberg)とイヴァン･パウリ(Iv

Pauli)であった｡エングベリイは1930年代に教育

大臣を努めた人物で,パウリはレクチャラー(46

年委員会の専門家委員就任)である｡また国民学

校を基礎とする単一学校推進派には,市民教育家で

あり禁酒運動活動家のオスカー･オルソン(O.'scar

Olsson),先の首相･外相を務めたリカード･サン

ドラー(RichardSandier)そして財務大臣エルンス

トウイグフォシュ(ErnstWigforss)がいた｡ハ

ンソン首相は,学校改革を喫緊の課題とは捉えて

いなかった[Marklund1980:53〕とみられる｡

(15)プログラムは3つの大項目-｢完全雇用｣.｢公

平な分配と生活水準の向上｣そして｢経済活動に

おける効率性とデモクラシーの拡大｣-からなる｡

(16)教育を担当したのはアルヴァ･ミュルダール

であった｡平等社会構築の基本に教育政策を据

えるミュルダールの思想は,この20年後に.社

会民主党の平等政策の根幹を成す重要政策に発

展する｡社会民主党とLOの平等問題に関する

共同ワーキンググループ(1968年発足)を率い

て『平等(Jamlikhet)』[SAP-LO‥sarbetsgruppfor

jamlikhetsfragor1969]を発表し.同党の平等政策

を強化しかつ新たな局面を開いた｡

(17)なぜ,40年委員会の作業終了(1949年)を待た

ずして46年委員会が任命されたのか｡この点につ

いてマルクルン円Marklund1980:71]は,①40年

委員会発表の提案(8年間の義務教育,学校制度

の統合)が将来展望を欠き,同委員会の検討作業

続行に意義を兄い出せなかった,(参戦後に直面し

た失業問題や若者の教育需要が,40年委員会予測

より大規模であったこと,③発行していた社会的

経済的分野における諸改革と,学校改革とを調整

する必要性の存在,④1944年及び45年ベビーブー

ムの影響の深刻化懸念,の4点を挙げている｡

46年10月にエランデルが首相に就任した後は,

後任の教育大臣ヴェイネが議長を務めたO

(19)単一学校は46年委員会が求める教育システム民

主化の条件の1つでもあった｡学校の最大の任務

をデモクラティツタな市民を育成することとする

が,学校は,デモクラシーの政治的教義を生徒に

植え付けるのではなく,自ら進んで客観的科学

的な学習をするよう生徒を育成する責務を負う

[SOU 1948:27s.3〕｡46年委員会は学習における｢生

徒個人｣の主体性･自律性を中心に据え,デモタ

ラティツクな社会や学校は個人の自由と自律とに

支えられて成立すると考える｡他方40年委員会提

案は戦時下の影響か,国家,社会,共同体の価値

を強調している[SOU1944: 20, s.49]c

QO)なお.ラーロヴェルク派が多数を占める40年委

員会は第5学年でのコース選択制導入を提案した｡

(21) ｢11950:381｣は, ｢第1院に対して1950年に提

出された第381番の議員提案｣を示す｡なお, ｢Ⅱ｣

の場合は,第2院に提出されたものを指す｡

担諸　国民党員で46年委員会委員のベ-テイル･フ

リーセン(BertilvonFriesen)はその後学枚問題

を扱う国会特別委員会委員となる｡党首ベ-テイ

ル･オーリン(BertilOhlin)等と共にこれらの議

員提案を作成した｡提案人の1人オスカー･マル

ムポリイ(OscarMalmborg)もまた特別委員会の委

員に選出されている｡

幽　その他右党党員による議員提案[n1950:466】で

∴　tJ巨.I.言　　∴ !i J*''.'亡　∴Li---:. ∴　　∴

おける分科及び実務教育はそもそも不要であり,

若者たちがそれらを欲しておらずまたコストがか

かりすぎると主張｡また.改革の狙いの1つであ

る地方と都市の教育水準を同等にすることについ

ては,能力のある者に対して奨学金その他の支援

制度を充実させることにより,簡単に速やかにそ

してより少ないコストで実現可能である,と主張

している｡

鋼　女子学校は職業教育と家事致膏とを実施する｡

将来的には女子の学問へのニーズが高まることが

予想され.その場合には女子学校の存続自体が危

うくなると考えられた｡
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